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査
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国
分
寺
市
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び
稲
城
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
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分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
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検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
六
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
七
月
十
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

三
鷹
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び
お
も
り

を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い
う
。
）
。

た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を

超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業

所
の
検
査
対
象
物
を
除
く
。

告
　
　
　
示

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…�

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…�
二

規
　
　
　
程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…�

四

○
東
京
都
交
通
局
庁
舎
の
庁
中
取
締
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…�

四

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
（
皮
革
面

積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

三

検
査
期
日

令
和
六
年
六
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

㈠　

�

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の

所
在
の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。

㈡　

�

㈠
の
ほ
か
、
東
京
都
計
量
検
定
所
（
江
東
区

新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号
）
に
お
い
て
、

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
検
査

を
実
施
す
る
。

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お

り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長　

戸　

澤　
　
　

互

一

検
査
地
域

町
田
市
、
小
金
井
市
、
日
野
市
、
多
摩
市
及
び
稲

城
市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
六
年
六
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所
に
お
い
て
、
検
査
を
実
施
す
る
。
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五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
新
田
一

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・

一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ

タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

【格子の回転角度（45度23分22秒）】

調査対象地

形質変更時要届出区域
（令和6年東京都告示第325号
により指定した区域）

単位区画

【凡例】

起点は、足立区新田一丁目12番7の最北端とする。

【起点】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向
に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線
により構成されている格子を、起点を中心として、右回
りに回転させた角度を示す。

筆境界

別図

45度23分22秒
起点

北

12番7足立区新田一丁目12番2

形質変更時要届出区域
（この告示により指定する区域）
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
綾
瀬
六

丁
目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

セ
レ
ン
及
び
そ
の

化
合
物
、
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合

物
三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類　

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

8度55分41秒

起点

北

【格子の回転角度（8度55分41秒）】

調査対象地

形質変更時要届出区域

単位区画

【凡例】
起点は、足立区綾瀬六丁目422番1の最北端とする。

【起点】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向
に引いた線並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線
により構成されている格子を、起点を中心として、右回
りに回転させた角度を示す。

別図

足立区綾瀬六丁目422番1
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規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
交
通
局
規
程
第
三
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
七
ノ
二
の
部
（
三
）
の
項
中
「
港
区
浜
松
町
二
丁
目
三
番
二

九
号
」
を
「
港
区
浜
松
町
二
丁
目
三
番
七
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
四
号

東
京
都
交
通
局
庁
舎
の
庁
中
取
締
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
五
月
二
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
庁
舎
の
庁
中
取
締
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
庁
舎
の
庁
中
取
締
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
交
通
局

規
程
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
一
の
項
を
削
り
、
二
の
項
か
ら
十
二
の
項
ま
で
を
一
の
項

か
ら
十
一
の
項
ま
で
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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